
年
末
調
整
や
確
定
申
告
な
ど
に
使

用
す
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

を
交
付
し
ま
す
。

対
象

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
人
で
、
次
の
全
て
の

要
件
に
該
当
す
る
人

要
件

①
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を

持
っ
て
い
な
い
②
本
人
、
ま
た
は

そ
の
扶
養
者
が
所
得
税
や
市
県
民

税
控
除
な
ど
の
対
象

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で

も
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

申
し
込
み

介
護
保
険
被
保
険
者
証

を
持
参
し
て
、
高
齢
福
祉
課
介
護

保
険
係
、
ま
た
は
白
沢
町
・
利
根

町
総
務
課
市
民
係
へ

問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課
介
護
保

険
係(

東
原
庁
舎
内)

1
内
線
７
７

２
５
３
へ

用
途

医
療
費
、
冠
婚
葬
祭
費
、
教

育
費
、
耐
久
消
費
財
購
入
費
な
ど

融
資
限
度
額

１
５
０
万
円

融
資
期
間

５
年
以
内

融
資
利
率

年
２
・
１
パ
ー
セ
ン
ト

(

別
途
保
証
料
が
必
要)

対
象

市
内
に
１
年
以
上
居
住
、
ま

た
は
市
内
の
同
一
事
業
所
に
１
年

以
上
継
続
し
て
勤
務
し
て
い
る
人

申
し
込
み

中
央
労
働
金
庫
沼
田
支

店
へ

※
労
働
金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
産
業
振

興
係
1
内
線
３
２
５
３
、
中
央
労

働
金
庫
沼
田
支
店
1

２
２
１
１

へ市
で
は
、
幅
広
い
雇
用
の
拡
大
に

向
け
、
国
が
実
施
す
る
試
行
雇
用
奨

励
金
制
度
を
活
用
し
て
、
原
則
３
カ

月
間
試
行
的
に
雇
用
す
る
市
内
中
小

企
業
者
に
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象

▽
若
年
者
等(

45
歳
未
満
の

人)

▽
中
高
年
齢
者(

45
歳
以
上
65

歳
未
満
の
人)

▽
障
害
の
あ
る
人

※
い
ず
れ
も
市
内
在
住
で
、
国
が
実

施
す
る
試
行
雇
用
奨
励
金
制
度
に

よ
り
、
試
行
的
に
雇
用
さ
れ
た
人

奨
励
額

１
人
に
つ
き
、
月
額
１
万

２
５
０
０
円(

最
大
３
カ
月
間)

申
し
込
み

所
定
の
申
請
書
に
必
要

書
類
を
添
付
し
、
国
の
支
給
決
定

通
知
書
を
受
け
た
日
か
ら
30
日
以

内
に
産
業
振
興
課
商
工
振
興
係
へ

問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
商
工
振

興
係
1
内
線
３
２
５
５
へ

市
で
は
、
障
害
者
雇
用
を
促
進
す

る
た
め
、
国
が
実
施
す
る
特
定
就
職

困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
を
活

用
し
て
、
障
害
の
あ
る
人
を
雇
用
し

た
市
内
中
小
企
業
者
に
奨
励
金
を
交

付
し
ま
す
。

交
付
内
容
や
申
請
方
法
な
ど
の
詳

細
は
、
産
業
振
興
課
商
工
振
興
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
商
工
振

興
係
1
内
線
３
２
５
５
へ
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広報ぬまた 平成26年11月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－3674

来
年
３
月
１
日(

日)

利
根
観
光
会

館
で
行
わ
れ
る「
第
11
回
利
根
町
芸

能
祭
」の
出
演
者
を
募
集
し
ま
す
。

演
目

舞
踊
、
詩
吟
、
コ
ー
ラ
ス
、

合
奏
、
ダ
ン
ス
な
ど

対
象

利
根
町
在
住
、
在
勤
、
ま
た

は
在
学
の
人

申
し
込
み

12
月
19
日(

金)

ま
で
に

出
演
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
利
根
町
芸
能
祭
実
行
委
員

会
事
務
局
へ

問
い
合
わ
せ

利
根
町
芸
能
祭
実
行

委
員
会
事
務
局(

利
根
町
教
育
支

所
内)

1
内
線
４
５
へ

受
験
資
格

中
卒(

見
込
み
を
含
む)

で
17
未
満
の
男
子

試
験
日

来
年
１
月
24
日(

土)

試
験
場
所

勢
多
会
館(

前
橋
市)

申
込
期
限

来
年
１
月
９
日(

金)

※
推
薦
試
験
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
は
自
衛
隊
沼
田
地
域
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊

沼
田
地
域
事
務
所
1

４
１
１
１

へ
と
き

11
月
17
日(

月)

午
後
１
時
〜

３
時
30
分

と
こ
ろ

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

研
修
室

相
談
内
容

相
続
・
遺
言
、
離
婚
に

伴
う
養
育
費
な
ど
の
取
り
決
め
、

金
銭
の
貸
借
、
土
地
・
建
物
の
賃

貸
借
、
任
意
後
見
契
約
な
ど
の
ほ

か
、
公
正
証
書
に
関
す
る
こ
と

相
談
料

無
料(

要
予
約)

申
込
期
限

11
月
12
日(

水
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

前
橋
公

証
役
場
1
０
２
７(

２
２
３)

８
２

７
７
へ

11
月
17
日(

月)

か
ら
23
日(

日)

ま

で「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強

化
週
間
」で
す
。

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、

ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
、
女
性
の
人
権
に

関
す
る
悩
み
事
に
つ
い
て
人
権
擁
護

委
員
と
法
務
局
職
員
が
電
話
で
応
対

し
ま
す
。

と
き

11
月
17
日(

月)

か
ら
23
日

(

日)

ま
で
の
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
７
時

※
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
〜
午

後
５
時

専
用
電
話
番
号(

全
国
共
通)

０
５

７
０(

０
７
０)

８
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ

ん
問
い
合
わ
せ

前
橋
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課
1
０
２
７(

２
２
１)

４

４
６
６
へ

と
き

11
月
21
日(

金)

午
前
10
時
〜

午
後
４
時

と
こ
ろ

市
役
所
北
庁
舎
３
階
第
三

会
議
室

対
象

市
内
、
利
根
郡
在
住
の
国
民

年
金
被
保
険
者
の
う
ち
、
免
除
対

象
者
や
未
納
者

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
1
０
２
７
９

１
６
０

７
へ
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お
知
ら
せ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

勤
労
者
生
活
資
金
の
融
資
を

実
施
し
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
支
援
奨
励
金
制
度

ご
利
用
く
だ
さ
い

特
定
求
職
者
雇
用
企
業
奨
励
金
制
度

第
11
回
利
根
町
芸
能
祭
の
出
演
者
を

募
集
し
ま
す

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
を

募
集
し
ま
す

公
証
相
談

全
国
一
斉

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

相
　
　
談

募
　
　
集

���
���

月
火
水
木
金
土・日

歯科の生活習慣病
インプラントのメリット・デメリット
口臭の悩み
電動歯ブラシ
歯のホワイトスポット
こどもにむし歯がうつるって本当？

■1０２７(２３４)４
ヨ

９
ク

７
ナ

０
レ

を回すと
約３分間の健康講話が聞けます。
http://www.raijin.com/kenko/

【直接相談タイム】直接医師が電話にでます。
11月は６日(木)内科・外科と12日(水)歯科です。
※時間はいずれも午後７時30分～９時

11月の健康テレホンサービス
秋季全国火災予防運動

11月9日(日)～15日(土)

『もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ』

これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすい気候

となります。また、暖房器具を使用する機会が増え、住宅

での火災が発生しやすい傾向にあります。

○寝たばこは、絶対にやめる

○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する

○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

また、住宅火災を未然に防ぎ、自分の身を守るためにも

次の４つの対策が有効です。

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火

災警報器を設置する

○寝具や衣類、カーテンなどは、防

炎品を使用する

○火災を小さいうちに消すために、

住宅用消火器などを設置する

○お年寄りや身体の不自由な人を守るため

に、隣近所の協力体制をつくる

身の回りで火災を防ぐポイントは、他にもたくさんあり

ます。ぜひ、この機会に再確認してみましょう。

問い合わせ 防災対策課消防係1内線３３６３へ

国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る

納
付
相
談
会

■12月の休館日 １.８.15.22.29日
■ふれあい健康相談
とき 11月７日(金)・12月２日(火)

午前10時～11時30分
内容 血圧測定・握力測定

歯科相談(12月のみ）

1○23３４９７


